
審査基準（公表用）               様式第３号 
所管課  建築住宅課   

法令名 建築基準法 法令番号 昭和２５年法律第２０１号 

手続名 高さ制限の例外許可 根拠条項 法第５５条第４項第２号 
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○建築基準法第５５条 
 

4  第 1 項及び第 2 項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。  
二  学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの 

   
○「建築基準法の一部を改正する法律等の施行について」（昭和６２年１２月３日住指発３９６号、住街発１１０号）  
 
 
○佐賀県建築審査会包括同意基準（平成８年３月１３日）  
 
 
      ※建築審査会の同意が必要。 
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